
和光市私有地等放射線量測定実施要領

１ 趣旨

この要領は、市内の身近な生活環境等における放射線量を把握するため、個人や自治

会等の要望に基づき、市が私有地等において実施する放射線量の測定について、必要な

事項を定めるものとする。

２ 対象者

この要領に基づき放射線量の測定を申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。ただし、集合住宅における測定を申請できる者は、⑵に掲げる者に限る。

⑴ 市内に住所を有する個人又は事業者

⑵ 市内の集合住宅の管理組合等の代表者又は管理する者

⑶ 市内の自治会等の団体

⑷ 市内に土地又は建物を所有する者

３ 測定場所

放射線量を測定する場所は、次のとおりとする。

⑴ 対象者が居住、所有、使用又は管理する建物が存する市内の土地（建物の室内及び

農地を除く）

⑵ 前号に掲げる場所以外で、土地所有者又は管理者の同意が得られている市内の土地

（建物の室内及び農地を除く）

４ 申請及び受付

放射線量の測定の申請は、開庁時間中に来庁又は電話により受け付け、申請者は和光

市私有地等放射線量測定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付し、市長

に提出するものとする。

⑴ 測定場所の見取り図（ただし、測定場所が戸建て住宅の場合は不要とする。）

⑵ 放射線量測定に関する土地使用同意書（様式第２号）（ただし、３の⑵の測定を行う

場合のみとする。）

５ 再度の申請

同一場所における放射線量の測定の再度の申請は、原則として前回申請日から３０日

を経過した日以後でなければできないものとする。

６ 測定日及び測定時間

放射線量を測定する職員（以下、「測定員」という。）の派遣時間は、月曜日から金曜

日まで（祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く）の午前９時３０分から午前１



１時３０分までの２時間及び午後１時３０分から午後４時３０分までの３時間とする。

ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

７ 測定時間の区分

放射線量の測定は、原則として１回の申請につき、別表の区分に基づき行うものとす

る。

８ 測定条件

放射線量の測定条件は、次の各号のとおりとする。

⑴ 申請者又は当該申請者と同居する者の立会いの下に測定すること。

⑵ 荒天時は測定を行わないこと。

⑶ 屋根等、測定に危険を伴う場所の測定は行わないこと。

⑷ 建物内の測定は行わないこと。

⑸ 蓋の開閉、物を移動するなどの作業を伴う測定は行わないこと。

⑹ 市として、私有地内の除染は行わないこと。

９ 測定方法

放射線量の測定方法は、測定員が市所有の放射線測定器を使用し、地上５０センチメ

ートル又は１００センチメートルの高さで測定し、必要に応じ地表を測定するものとす

る。

10 補則

この要領に定めるもののほか、放射線量の測定に関し必要な事項は、市長が別に定め

るものとする。

附 則

この要領は、平成２４年１月１２日から実施する。

附 則

この要領は、平成２９年４月１０日から実施する。



様式第１号

和光市私有地等放射線量測定申請書

年 月 日

和光市長 あて

申請者 住 所

氏 名

電話番号

和光市私有地等放射線量測定実施要領の規定に基づき、次のとおり放射線量の測定を

申請します。

（注）

１ 測定の日時等については、調整の上、後日連絡します。

２ 測定の際は、必ず立会いをお願いいたします。また、測定結果については、測定時

にお知らせしますので、申請者にて測定結果の管理をお願いします。

３ 以下の欄は記入しないでください。

測 定 場 所

敷地面積（戸建て住宅の場

合は記入不要）
㎡

連絡先（希望するものにレ

点をつけてください。）

□電 話

□E-Mail

□ＦＡＸ

添 付 資 料

・測定場所の見取り図（測定場所が戸建て住宅の場合は不

要。添付または裏面記入。）

・放射線量測定に関する土地使用同意書（様式第２号）

受 付 年 月 日 整理番号 測 定 日 時

平成 年 月 日

平成 年 月 日

午前 時 分 ～ 時 分

午後 時 分 ～ 時 分



（裏）

（注）

１ 具体的な測定位置（公園の砂場、遊具など）がわかるように、注釈等を付して明示

してください。

２ 以下の欄は記入しないでください。

測定箇所数



様式第２号

放射線量測定に関する土地使用同意書

年 月 日

和光市長 あて

住 所

氏 名 ㊞

電 話

和光市私有地等放射線量測定実施要領の規定に基づき、私が（所有・管理）する下記の

土地において、放射線量を測定することに同意します。

測 定 場 所

敷地面積（戸建て住宅の場

合は記入不要）
㎡



別表

測定場所 敷地面積 測定実施時間

戸建て住宅及び集会場等 ３０分以内

集合住宅及び事業所

5,000 ㎡未満 ３０分以内

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 １時間以内

10,000 ㎡以上 20,000 ㎡未満 １時間３０分以内

20,000 ㎡以上 30,000 ㎡未満 ２時間以内

30,000 ㎡以上 40,000 ㎡未満 ２時間３０分以内

40,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 ３時間以内

50,000 ㎡以上 60,000 ㎡未満 ３時間３０分以内

60,000 ㎡以上 70,000 ㎡未満 ４時間以内

70,000 ㎡以上 80,000 ㎡未満 ４時間３０分以内

80,000 ㎡以上 ５時間以内


